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会議録 

 

○会議の名称 令和４年度第４回座間市環境審議会 

○開催日時 令和５年２月９日（木） 午後３時００分～午後４時５５分 

○会議場所 ざまコミュニティプラザ２階 ８１会議室 

○出席者 

委 員 田中会長、小池副会長、村山委員、藤倉委員、鈴木委員、西海委員、室星委員、 

𠮷井委員、津田委員 

事務局 環境経済部長、環境政策課長、環境政策係長、環境保全係長、資源対策課長、

環境政策係員 

○公開の可否  ■公開 □一部公開 □非公開 

○傍聴者  なし 

○議題 

（１）第２次座間市環境基本計画（案）に対するパブリックコメント内容及び市の内部調

整を踏まえた計画案の見直しについて 

（２）第２次座間市環境基本計画（案）の答申について 

（３）令和５年度の座間市環境審議会の審議予定について 

 

【配布資料】 

 ・次第 

・資料１－１：第２次座間市環境基本計画（案）に対するパブリックコメント内容及び対

応について 

・資料１－２：第２次座間市環境基本計画（案）に対する市の内部調整後の修正箇所につ

いて 

・資料２：第２次座間市環境基本計画（修正案） 

・資料３：第２次座間市環境基本計画（案）の答申について 

・資料４：令和５年度の座間市環境審議会の審議予定について 

 

【参考資料】 

・第五次座間市総合計画－ざま未来プラン－基本構想 
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○議事の概要 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議題 

（１）第２次座間市環境基本計画（案）に対するパブリックコメント内容及び市の内部調

整を踏まえた計画案の見直しについて 

（２）第２次座間市環境基本計画（案）の答申について 

（３）令和５年度の座間市環境審議会の審議予定について 

４ その他 

５ 閉会 

 

～事務局から議題（１）について説明～ 

 

・田中会長 

次期環境基本計画について、７７ページ以降に資料編、用語集、基準や条例、委員名簿が

付けられました。 

まず、資料１－１、１－２の主な修正箇所、パブリックコメントに対する応答について何

かありましたらお願いいたします。 

 

・藤倉委員 

二点あります。一点目は、第二次座間市環境基本計画の内部調整後の修正箇所に関連した、

第五次座間市総合計画の該当部分についてです。環境基本計画に「本市のかけがえのない自

然を後世に受け継ぐために～」という文言を入れていますが、この文言は総合計画のどこに

出てくるのかを教えてください。二点目は、総合計画４０ページの「施策１０ 地球温暖化

対策の推進」を見ると、取組の具体的事例が「ＳＤＧｓエコポスターコンクール」になって

います。資料１－２のＮｏ．４、環境基本計画の４８ページに、第５章は、総合計画の施策

１０の具体的施策を示すと記載されていますが、第５章の中にはＳＤＧｓポスターコンク

ールの話が出てきません。ＳＤＧｓポスターコンクールについては、４４ページにしか記載

されていないので、第５章にも含めるべきだと思います。以上２点です。 

 

・事務局 

一点目について、環境基本計画に入れた「本市のかけがえのない自然を後世に受け継ぐた

めに～」という文言は、総合計画の４０ページ、施策１０にあります。ただ、この文言はも

ともと令和４年の２月に行った「座間市ゼロカーボンシティ宣言」の中で使用しており、こ

の宣言をもとに施策１０の文言が決まった経緯がございます。 

二点目について、御指摘のとおり、内容としては第５章に近くなっております。第５章と、
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第６章の基本目標６のどちらで取り上げるか悩みましたが、第５章の指標はＣＯ２の削減量

に関する内容を取り上げ、ＳＤＧｓポスターコンクールについては、教育に重きを置いたた

めに第６章の基本目標６に入れた経緯がございます。 

 

・田中会長 

委員の指摘は、総合計画の施策１０に、取組の具体的事例としてＳＤＧｓポスターコンク

ールが掲げられており、環境基本計画の第５章にはそれを具体化したという意味合いの文

脈が書いてあるので、第５章にもＳＤＧｓポスターコンクールについて記載をしておく必

要があるという御指摘です。現在の環境基本計画には、前に出た施策を、あとから追記ある

いは繰り返して、再度掲載する箇所はございますか。第６章の基本目標６環境教育・学習に

位置づけられている話を、第５章の中に入れられるか、整理しなければなりません。入れら

れる可能性があるとすると、５６ページから５７ページあたりに具体的施策が記載されて

いるので、この辺りでしょうか。 

 

・藤倉委員 

今、御指摘がありましたが、５６ページの「地球温暖化対策意識の啓発」の部分に例示と

して１、２行を付け加えるのも良いかと思います。 

 

・事務局 

藤倉委員からいただいた御指摘のように、総合計画に記載されているＳＤＧｓエコポス

ターコンクールについては、第５章の具体的施策の１つとして、５６ページの「地球温暖化

対策意識の啓発」に加えたいと思います。ありがとうございます。 

 

・藤倉委員 

一点目について、「本市のかけがえのない自然を後世に受け継ぐために～」という文言は

総合計画の４０ページ、施策１０から引用しているそうですが、１７ページ、１８ページの

「第６章 目指すまちの姿」から言葉を引用できなかったのでしょうか。施策の１つではな

く、座間市の全体の未来の姿として、もっと地球温暖化対策をはじめとする持続可能なまち

づくりがあります。「座間市ゼロカーボンシティ宣言」よりも総合計画のほうが上に位置付

けられているので、１７ページ、１８ページで謳ったような、目指すまちの姿についての言

葉を引用すべきではないかと思います。 

 

・事務局 

市民からの御意見の中にも、環境問題の影響で産業や社会の発展にブレーキがかからな

いようにという内容がありました。総合計画では、経済や産業社会の発展についても含んで

記載しているので、環境基本計画の３ページにも、広い視点からの文言が記載できるよう再



4 

検討させていただきます。 

 

・田中会長 

今の委員からの御指摘は、資料１－１の１項目目と３項目目のことを指していますか。 

 

・藤倉委員 

そうですね。 

 

・田中会長 

この１項目目は、計画の目的で第２パラグラフの部分です。温暖化のことについて書かれ

ており、本市のかけがえのない自然を後世に受け継ぐために、地球温暖化に真摯に向き合う

ということで、文脈的にはいいように思います。次に、２６ページの「望ましい環境像」も、

総合計画では本市が目指すまちの姿として、ひと・まちが輝くということを定めているとい

うことを言っており、特に温暖化対策や脱炭素社会の実現に取り組む必要があるとしてい

ます。これはこれで、文脈としては素直に読めました。 

 

・藤倉委員 

さらに補足すると、総合計画の２０ページの方が、さっきの地球温暖化対策よりも範囲が

広いです。このような言葉をもっと最初のほうに盛り込んだ方が、視点が広いのではないで

しょうか。あるいは１８ページについても、社会課題の解決や地域経済の成長、地球環境へ

の配慮への対応など、まさに先程の経済との統合のような内容も含め、２０ページくらいま

でにすごく良いことが多く記載されているのに、あの２行しか使わないのでしょうか。 

 

・村山委員 

後に議論する予定の、環境基本計画策定の答申についても、そのような意見について盛り

込めたら良いのではないでしょうか。 

 

・藤倉委員 

 村山委員がおっしゃったように、答申にも総合計画の内容を含めるというのも１つの案

かなと思いますが、少なくとも１番最初の基本的事項の部分に、施策１０からしか引用しな

いというのが大変もったいないと思いました。総合計画が環境基本計画よりも上にあるの

で、総合計画の中の１個の目標を目指すのではなく、もっと上を目指すべきだと考えます。 

 

・事務局 

環境基本計画は基本目標が１～６分野あり、今回、基本目標１が第５章により細かく展開

しておりますが、基本目標２～６は、先ほどおっしゃっていただいたサーキュラーエコノミ
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ーや、循環型社会、環境教育・学習、生活環境など、いろいろな分野にまたがった総合的な

計画であるので、そういった話を冒頭に盛り込むべきという御指摘は、その通りだと考えま

す。 

 

・田中会長 

御指摘はよくわかりました。市として、この総合計画の中では、より上位の観点から座間

をどういうまちにしていきたいかという内容を盛り込んでいます。そういった内容を、例え

ば第３章の「望ましい環境像」のような部分に記載するというのが１点です。施策１０のみ

の引用に留まると、まちの姿が非常に限定されるのではないですか。上位計画でまさに広義

の意味での持続可能な都市を目指していくという方向性を出しているので、そこも踏まえ

た環境基本計画だということを示すことが大事ではないかという御指摘です。そのような

１文や表現を追加するなど、工夫されたらどうでしょうか。 

それから先ほどのＳＤＧｓポスターコンクールの話は、５６ページに記載するというこ

とですね。力を入れる施策なので、進行管理指標に同じ数値を入れることで、施策１０を具

体化しているという位置づけがより明確になるかと思います。 

それでは𠮷井委員、どうぞ。 

 

・𠮷井委員 

パブリックコメントについて感じたことですが、注目した点が２点ございます。１点目は

地球温暖化に関する自主的意見であるということです。２点目は、４番コメントの中に記載

されております、e-メタンについてです。１点目については、令和３年１１月に実施したア

ンケート調査の自由記載の中で、事業者の中で４業者の方から、当時、既に地球温暖化に関

する自主的なご意見が出ています。今日の参考資料のざま未来プランのパブリックコメン

トも拝見しましたが、市民の方から地球温暖化に関する長文の御意見がでております。いず

れもパブリックコメントは自主的御意見になります。地球温暖化に対する関心を示すもの

として、カーボンゼロシティをこれから実行するにあたって大きな力になるのではないか

なと感じます。 

２点目の e-メタンですが、ガス業界では２０５０年までに都市ガスの９０％を e-メタン

に置き換えると発表しております。e-メタンは合成ですので e-メタンを燃焼させるために

炭酸ガスを発生します。しかしその発生した炭酸ガスを使って e-メタンを合成しますので、

炭酸ガスがゼロになります。従いまして都市ガスやプロパンガス、カセットコンロ、自動車

等々が e-メタンに置き換わる可能性が出てくるわけです。コメントの中にも記載されてお

りますが、大きな問題が残るのはプロパンガスに対するガス管の敷設ということになりま

す。このパブリックコメントを読みましてそのようなことを感じました。 

 

・田中会長 
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具体的にこのパブリックコメント対応について何か御意見がありますか。それとも計画

書への反映の仕方について御意見がありますか。 

 

・𠮷井委員 

特にパブリックコメントの４項目目に記載されていることは、ガスエネルギーに対する

ゼロカーボンシティを達成するための総合的な技術的な見解が記載されていると感じてい

ます。この中で１つひとつの項目について、炭酸ガスを減らすという目的のために考えられ

ているものがいくつかあると同時に、炭酸ガス発生をゼロにするという考え方のものがい

くつかに記載されております。いずれもこれからゼロカーボンシティのロードマップを作

り、それを具体的に実行するに当たってそれぞれの項目を有効に使っていくべきであると

考えます。 

 

・田中会長 

この意見が出された意見書の意見提出者のお考えを忖度していただいたと思いますが、

それに対する市の対応について何かコメントがありますか。より詳しく背景や意見提出者

の意味を解説いただいたということで理解しました。 

他にいかがでしょうか。それでは計画書の本体を見ていきましょう。 

まず、計画の３０ページまでの前段の部分で何かありましたらどうぞ。 

 

・藤倉委員 

４ページの２番の計画の位置づけのところで、環境基本条例が四角囲みになっているの

ですが、第五次座間市総合計画の目指すまちの姿とか、まちづくりの方向性の中で特に関連

する部分も、参考に四角囲みにして１ページ作るのはいかがでしょうか。第５章は総合計画

の施策１０について記載していますが、施策１１に資源循環の推進があり、その具体的施策

もあるので、関係性を示すために、参考に引用するとわかりやすくなると思います。 

 

・田中会長 

総合計画のどのあたりを引用するのが良いですか。 

 

・藤倉委員 

６章と７章です。 

 

・田中会長 

２０ページを全て引用したり、２１、２２ページのような総合計画の項目を参考資料とし

て載せてもいいかもしれません。施策の１０、１１が環境施策なのですが、例えば施策６、

施策２３、施策２５、も環境に関係しています。抜粋するというのも難しくはありますが、
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委員がおっしゃる趣旨はよくわかりました。総合計画を受けているので、そうした将来の方

向や都市像のようなものを明示してはどうかという御指摘です。 

他にどうでしょうか。 

 

・鈴木委員 

市長の挨拶の内容についてお示しいただきたいです。 

 

・事務局 

第五次座間市総合計画、ざま未来プランの中でも、重点的な施策として市長が掲げている

のが、脱炭素社会に向けた施策になっています。令和４年２月にゼロカーボンシティ宣言を

行ったのも市長の意向であり、ゼロカーボンを達成しなければいけないということは、相模

川サミットでも市長が共同宣言したということもありまして、重要視されているポイント

です。挨拶文の中でもゼロカーボンシティに向けた意気込みや、社会情勢からして脱炭素社

会の実現に向けて取組を強化していかなければならないという内容がメインになるかと思

われます。 

 

・鈴木委員 

座間市の地域特性に触れられることはあるのですか。 

 

・事務局 

本市の地域特性としては、市民のコミュニティもあり、事業者も存在し、バランスのよい

まちと言えるのではないかと思います。市長は就任当初から共創という言葉を使われてい

ますが、市と市民と事業者とで共創して目的を達成していくことを強化又は推進していく

重要性について、挨拶文の中でも言及していくのではないかと思います。 

 

・田中会長 

市長が書かれる挨拶ですので私達が要望することはあるかもしれませんが、お任せする

ということになろうかと思います。審議をした立場としてこういうことは重要ではないか

と思うことはお伝えすることはあるのでしょう。 

 

・𠮷井委員 

１７ページに表とグラフがあり、その資料が工業統計調査、経済産業省と書かれておりま

すが、この内容は座間市の内容ですか。全体の文面からすると座間市の内容だと思うのです

が、資料が経済産業省となっています。 

 

・事務局 
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市のデータになります。 

 

・𠮷井委員 

２８ページについて、基本目標が１番目から６番目までありますが、従来と順序が違いま

す。意図するところをお聞かせください。 

 

・事務局 

これまでの審議会の中でも順序について御説明させていただいたのですが、２９ページ

を御覧いただきますと、環境基本計画の基本目標１の中に「座間市地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）」、「座間市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」、「地域気候変動適応計画」

を盛り込み、１つの計画として策定することを、第２次計画策定の大きな変更点として掲げ

ています。この分野を強化することにもなりますので、冒頭の基本目標としてもってきてお

ります。内容の強化ということが１番の理由になります。 

 

・𠮷井委員 

ありがとうございました。 

 

・西海委員 

２８ページの目標値について、「一人一日当たりの家庭ごみ排出量」だけ、現状値と目標

値が同様になっております。広報やタウンニュースなどで、ごみの量が減っているという内

容も載っており、一般市民も頑張ろうという気になっていると思うのですが、目標値も同じ

なのはどうしてなのでしょうか。 

 

・事務局 

高座で燃焼させているごみの量は４００グラムを目標にしており、それ以外の資源化し

ているものを含んだ数値が５９５グラムとなっております。この５９５グラムの内訳とし

て、１番問題となっている部分は間違いなく減っています。実は、本市は神奈川県内でも１

位のごみの少なさになっているため、さらに厳しい目標を立ててしまうと、他の市町村に厳

しい生活を強いることになるのではないかということで、同じ数値の目標を掲げさせてい

ただいているところです。 

 

・田中会長 

要するに現状の２０２１年度の水準を維持していくということです。 

 

・西海委員 

達成目標を高く掲げるのは良いと思うのですが、それは難しいということですか。 
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・事務局 

その通りです。 

 

・西海委員 

わかりました。 

 

・田中会長 

この点について、私も前回、前々回にお尋ねしたのですが、座間の場合は海老名市と綾瀬

市の３市の事務組合を作っています。その中で一般廃棄物処理基本計画を作成しており、こ

ちらの計画とも整合性をとらなければならないので、なかなか座間だけの希望等で動かせ

ないところがある、との話を聞きました。この点はどうでしょうか。 

 

・事務局 

高座の焼却炉の能力を３市で割り振っていますので、私共の市だけが突出して目標値を

下げることは難しいです。 

 

・田中会長 

そういう経緯もあると聞きました。ありがとうございます。 

それでは、具体的な施策の内容ということで４章から追加のことがありましたらお願い

します。 

 

・𠮷井委員 

４３ページの柱５の２、騒音、振動の防止対策で騒音・振動の測定としておりますけど、

振動については触れられておりません。振動は測定しないのでしたら、記載しないほうがい

いのではないでしょうか。 

 

・事務局 

騒音については、市が調査を実施しておりますが、振動については調査をしておりません

ので、記載については検討したいと思います。 

 

・田中会長 

実態の把握が何を指しているかです。振動について苦情などは受け付けているのですか。 

 

・事務局 

はい、受け付けています。 
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・田中会長 

測定と書いてあって、振動を計測していなければ、確かにこれは騒音についての測定とい

うことになります。それから実態とはいったい何を指しているのでしょうか。 

 

・事務局 

補足します。振動につきましては、市が積極的に地域を調査するということは行ってなく

て、あくまで苦情が入った場合に実態の調査を行っている形になります。騒音については地

域の実態調査も行っているため、確かに会長のご指摘の通り、意味合いが少し変わってくる

かと思います。 

 

・田中会長 

その測定というキーワードが正しいかということと、実態把握の内容をわかりやすくし

てはいかがでしょうか。表現を検討してみてください。 

他にどうですか。 

 

・藤倉委員 

総合計画の進行管理の目標値と、環境基本計画の目標値を比較しました。総合計画の４１

ページ、資源循環の推進「（家庭系）総排出量に占める資源物量の割合」は、環境基本計画

には全く出てきません。特にこの数字自体を今までの議論の中で見たことがなかったよう

に思います。さらに、総合計画の６０ページ、施策２３の公園緑政「公園等の維持管理団体

数」についても、環境基本計画には出てきません。それから総合計画の６２ページの上下水

道「公共下水道の（汚水）の接続率」の基準値の数字が、環境基本計画と微妙に違うので、

事実関係を確認したいです。今の３点ですが整合性を教えてください。 

 

・事務局 

総排出量に占める資源物量の割合という言葉が出てこないのですが、これがリサイクル

率そのものを指します。従ってリサイクル率４０％で総合計画との整合性が取れていると

いうことになります。 

 

・藤倉委員 

そうすると、総合計画の４１ページの説明が家庭ごみの年間総排出量に対する資源物回

収量の割合になっているのです。環境基本計画案の４１ページの分母は家庭系ごみ＋事業

系ごみ、つまり一廃全体のリサイクル率なのです。だからたまたま結論が一緒なのかもしれ

ませんが、少なくとも定義は違うので伺っています。 

 

・事務局 
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そうですね。リサイクル率が出るのは家庭系ごみだけです。ですから環境基本計画の事業

系ごみという文言を削除させていただきます。 

 

・藤倉委員 

そうすると総排出量がずいぶん小さくなるのでリサイクル率が上がりますけど、その定

義でこの表を作られているということですか。 

 

・事務局 

総合計画も含めて家庭系の総排出量に占める資源物量の割合ということでリサイクル率

を計算しております。従って事業系ごみと記載しているのが間違いとなります。 

 

・藤倉委員 

現状値が違うのはなぜでしょうか。 

 

・事務局 

おそらく端数調整の関係だったと思うのですが、合わせるようにしたいと思います。 

 

・田中会長 

Ｒ３と２０２１年度は同じ意味ですか。 

 

・事務局 

そうです。 

 

・田中会長 

暦年と年度を合わせたほうがいいですね。 

 

・藤倉委員 

正確な表記をお願いします。それから公共下水道接続率などは、小数点以下第１位まで出

していましたので、例えばリサイクル率の現状値も小数点以下第１位まで出して、それで総

合計画と齟齬がないように表せるといいのではないかと個人的には思います。いずれにし

ても正しくしていただければと思います。 

 

・田中会長 

わかりました。御指摘ありがとうございます。リサイクル率というのも、家庭系ごみのリ

サイクルなどと表記したほうがいいかもしれません。 
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・藤倉委員 

全国で統一のリサイクル率として事業系ごみはわからないけど総排出量は使うというこ

とであれば、総合計画の説明が悪いと思います。 

 

・田中会長 

４０ページに事業系一般廃棄物排出量の達成指標があります。４１ページの家庭系ごみ

＋事業系ごみの、事業系ごみというのは、この計算式だと事業系一般廃棄物排出量が入って

くるのですね。 

 

・事務局 

リサイクル率の算定においては、家庭系ごみのみとなります。ただ市町村が排出している

となると事業系ごみと家庭系ごみを合わせたものを使うことが多いです。 

 

・田中会長 

そうですね。事業系ごみを把握している上で、リサイクル率というのは、家庭系ごみに限

定したリサイクル率だと考えてよろしいかということです。 

 

・事務局 

そうですね、事業者様から出る資源物は産業廃棄物や他の分類になったりするので、市で

把握できないです。従ってそのリサイクル率に関しては、家庭系ごみに限定して計算される

ものになります。 

 

・田中会長 

そうすると、環境基本計画の４１ページにある「＋事業系ごみ」は、削除することになり

ますね。もう１つはリサイクル率ですが、あくまで家庭系ごみのというような意味合いを明

記しておいたほうがいいかなという印象を持ちます。というのは、総合計画の４１ページは、

「（家庭系）総排出量に占める資源物量の割合」と、家庭系ということを明記しているので、

同じような記載方法にしたほうがよろしいです。同じものであればできるだけ同じ表現、用

語、単語で表記する。ただ、全国的な使い方だとすれば整合させなくてはいけなくて、市の

中でのＡ計画とＢ計画で使い分けている使い方と、今度はＢ計画の市の廃棄物行政として

の全国との関係性もあるので、そこは表記を工夫してみてください。 

次は、環境基本計画に、総合計画の「公園等の維持管理団体数」が記載されていないとの

御指摘についてです。 

 

・事務局 

策定過程において、第五次総合計画の指標と環境基本計画の指標を決める作業が同時並
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行で行われました。そのため、場合によっては「第五次総合計画の指標＝環境基本計画の指

標」となっていない箇所もございます。環境基本計画は、各担当課から回答されたものを指

標として取り上げた経緯がございますが、当時、総合計画の見通しが立っていなかったため、

結果的に違いが生じてしまっているというのが実情でございます。 

 

・田中会長 

経緯はわかりました。総合計画の指標を環境基本計画の指標では取り扱わないという整

理は、それなりの理由があれば十分にあると思います。担当課に確認し、記載するのかどう

か、記載しない場合は理由を聞き取り、質問が出たら説明ができれば良いかと思います。 

 

・村山委員 

自然環境のところで管理団体数を指標にするのは変な気がします。環境基本計画自体が

都市の経営みたいなところで指定管理者とか委託団体にやってもらうというのは構わない

ですけど、それはやはり都市の緑地の管理する人が増えるとかそういう団体があるという

ことで、自然環境に取り込む必要はないと思います。 

 

・田中会長 

そういう考えもあると思います。ただ他方でアダプト制度などを増やしてくという方針

もありますので、指標として扱うこともそれほど不自然ではないと思います。それを排除す

るのであれば、上位計画に載っているけれども、それを今この計画で扱わないとしたら、そ

の考え方を整理しておく必要があります。 

 

・村山委員 

おっしゃる通りだと思います。 

 

・田中会長 

公共下水道接続率の数値も、担当課に確認をしてどちらの数値で合わせるかを確認した

ほうがよいと思います。 

 

・事務局 

担当課に確認して、捉えているものが違うのであれば数値も違いますが、同じものを捉え

ているのに数値が違うのであれば、修正いたします。 

 

・田中会長 

総合計画と環境基本計画で数値が違うのであれば、調査時点が違うという説明ができれ

ばよろしいかと思います。ありがとうございます。 
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何か追加でありますか。それでは第５章に参りましょう。 

 

・𠮷井委員 

５１ページ、上から４行目、併せましてブルーの枠の文章です。「４６％以上の削減が達

成される見込みです」と記載されています。一方、その下の青い枠の中では「４６％以上削

減を目指します」と記載されています。この後ろのほうにずっとデータが出ておりますが、

これはいずれも推計や具体的な実行計画を立てた上での削減の数値です。４６％以上の削

減が達成される見込みですというのは、少し書き過ぎではないかと思います。青枠のとおり

４６％以上の削減を目指します、としたほうがいいのではないかと思います。 

 

・田中会長 

この表記に至った背景や理由を説明していただいてよろしいですか。 

 

・事務局 

現状の排出量と、削減見込みの推計に関するデータを５２ページ以降に記載しておりま

す。５１ページの「４６％以上の削減が達成される見込みです」という表記はその計算に基

づいた文章となっています。２０５０年までにゼロカーボンシティを目指すという国の目

標と、２０３０年までに４６％以上削減しないと５０年に達成ができないという中間的な

目標がございます。５１ページの真ん中の青枠の中は削減目標ということになるので、目指

しますという書き方になっております。 

 

・田中会長 

どうでしょうか。吉井委員はどのようにした方がよろしいと思いますか。 

 

・𠮷井委員 

私は「４６％以上の削減を達成する見込みです」という文章は削除し、３行目の「４６．

６％の削減が見込まれており」「４６％以上の削減を目指します」としてしまうのが良いか

と思います。理由は事務局の方から御説明をいただいて、よくわかるのですが、推計という

のは具体的な温室効果ガス排出量を削減されるための実行計画ではないのです。実行計画

を立ててその結果を見た上で４６％見込めるというのであれば、いいと思うのです。推計の

場合はあくまでも削減を目指しますとしたほうがいいのではないかと思います。 

 

・田中会長 

前後の関係を読んでいただくとわかるのですが、１行目の「削減目標は～」という部分が

主語です。「目標を４６％以上削減します」という主文で完結しています。なお書きのとこ

ろは、推計作業の結果を追記しています。「次項に示す削減効果の推計結果では」として点
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を入れ、「４６．６％削減が見込まれ、また吸収量を考慮すると４６．７％の削減の見込が

得られています」のように表現を簡素化したらいかがでしょうか。いずれにしても４６％以

上を削減目標とする、推計作業の結果では４６．６％、４６．７％が得られていますという

ことが事務局としての趣旨かと思います。御指摘ありがとうございます。 

他の箇所はどうでしょうか。それでは最後７３ページから計画の進行管理、推進体制、そ

の後の資料編についてもご意見ありますでしょうか。よろしいですか。 

それでは全体に渡って追加で御発言がありましたらどうぞ。 

 

・津田委員 

１点、藤倉委員のお話でずっと考えていたのですけれども、おっしゃる通り、そこで「本

市のかけがえのない自然を後世に受け継ぐために～」という文言を多く取り入れていると

いうことは、それなりに理由があるのではないかと感じました。そのため、修正については、

なかなか踏み込みづらいところがあるのではとないか思います。総合計画の文言を盛り込

み、バランスをとるのは折衷案として良いと思いました。 

 

・田中会長 

ご意見をありがとうございます。 

 

・小池副会長 

５７ページに吸収源対策の推進というのが１番下に載っていて、「主要な吸収源である森

林や～維持を図ります」と記載してあります。環境基本計画では吸収源に関しては増やす方

針はないのでしょうか。緑地を増やす等について、考えてはいないのですか。 

 

・事務局 

吸収源である既存の緑をどう活かすかということで、例えば谷戸山公園の森林は大きな

吸収源として役割を担っていると思うのですが、木が老木化するとＣＯ２の吸収量も減ると

いうことらしいのです。ですので、手入れをしないと、木がそこにあるだけでは吸収量は維

持できないため、都市公園の木の管理といったところも吸収源対策としては重要だという

御意見を村山委員からいただいております。市、もしくは谷戸山は県立公園ですので、県が

取り組める吸収源対策なのかなと考えております。 

 

・村山委員 

これからきっと研究されていく分野だと思います。常識的に考えて、やはりある程度切っ

て管理していったほうが若い木のほうが吸収はするとは思うのですけど、それどうしたら

どれくらい吸収するかという研究はあまりありません。だからそのデータが正確かどうか

は微妙です。 
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・小池副会長 

計算式はありますか。 

 

・村山委員 

その計算式がいろいろあるのです。木の種類によっても違います。 

 

・小池副会長 

萌芽したほうが吸収量は早いのだけど、でも排出量が増えないと吸収量が増えない。 

 

・村山委員 

切って何か利用してまた植えていくと吸収はしていくとは思うのですけど。難しいと思

います。 

 

・小池副会長 

森林とか山とかが主に計算に使われていると思うのですけど。 

 

・藤倉委員 

この基本計画の５０ページに排出量とあるのですけど、吸収量は推計で０．６、０．７と

あり、排出量の１００分の１ぐらいなのです。だから、施策の優先順位としては、やはりた

くさん出しているところをいかに減らすかの効果のほうが大きいということではないかと

思います。 

 

・小池副会長 

そうですね。 

 

・田中会長 

よろしいですか。 

最後ですので、計画案の修正の方針について確認しておきたいと思います。 

４ページと５ページの間に総合計画で都市の目指す姿もしくはまちづくりの方向性入れ

ること。枠囲みで参考のような形がよろしいかと思います。２６ページ、２７ページについ

ても、市のまちづくりの方向であるとか、目指す姿を１・２行追記するのはいかがでしょう

か。 

施策については、３７ページのＯＥＣＭ制度には、注釈をつけておいたほうが良いかもし

れません。４５ページのツイッター、ライン等はできるだけ新聞で書いてある表記をしたほ

うがいいと思います。 

４１ページのリサイクル率、現状値、定義の仕方は見直しをしてください。 
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公園等の管理団体については、担当課に確認した上で、指標として掲載するか判断してく

ださい。 

４３ページの公共下水道接続率についても確認しましょう。騒音、振動については、騒音・

振動の測定か、実態の把握か、表現の整理をお願いいたします。 

表現の修正として５１ページの表現を簡素化させましょう。 

５６ページの「地球温暖化意識啓発」の部分にＳＤＧｓポスターコンクールを入れましょ

う。 

計画書は今日御議論いただいた部分について少し修正がありますし、確認後の加筆が入

る可能性もありますが、およそこの案で御審議いただいたということで御了承をお願いし

たいと思います。調整については大変恐縮ですが、会長一任ということで、お任せいただい

てよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

本当に熱心な御議論ありがとうございました。細部にわたって確認いただきましたので、

かなり良いものに仕上がりつつあるのではないかと認識をしております。 

それでは、関連して議題２の答申案についてです。事務局から資料３の説明をお願いいた

します。 

 

～事務局から議題（２）について説明～ 

 

・田中会長 

何か御意見等ありましたらお願いします。 

 

・藤倉委員 

会長名の文章なので最後は会長に一任いたしますが、総合計画との関係ですけど、政策３

しか引用していないので、例えば施策６の緑あふれる快適なまちづくりも関連しますし、地

球温暖化対策を進めることは健康に暮らせるまちづくりにも、適応のほうで寄与しますの

で、施策３だけに挟めないほうがいいのではと思います。 

 

・田中会長 

施策６、緑あふれる快適なまちづくりというのは重要なキーワードです。わかりました。

ここは１行２行を追記することにしましょう。他にいかがでしょうか。 

 

・津田委員 

１番のところの下から２行目、国、県とあと近隣の市町村は入れたほうがよろしいのでは

ないかと。 

 

・田中会長 
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なるほど、大事な御指摘です。近隣市町村はあまり視点が入っていませんでした。わかり

ました。あるいは近隣市町村との連携ですね。 

およそよろしいでしょうか。今日伺った範囲では一部の表現修正ですので、対応可能かと

思います。したがって、早速にでも調整をして市長へ答申の運びにしたいと思います。答申

した後の段取りですが、どんな計画策定の手順になるでしょうか。大事なのは市として策定

をいつするかということです。いつ頃策定されますか。 

 

・事務局 

令和５年の３月策定を予定しております。 

 

・田中会長 

今年の３月までに策定をすると。そうするとその時点が策定年月ということになります。

ですから令和５年度からこの計画が新規に施行されていくという位置づけになりました。

ありがとうございました。それでは表現については御一任いただくということで今言った

点を踏まえまして文章整理をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

それでは最後、次年度の予定ということで御紹介ください。 

 

～事務局から議題（３）について説明～ 

 

・田中会長 

少し先になりますが、次回は６月の下旬頃を目途にということになります。 

一応ここまでが今日の審議事項ということになりまして、審議会としてはここまでとな

ります。その他もし委員の皆様から何かこれを機に発言などありましたらお願いいたしま

す。 

 それでは、審議会の審議としてはここまでにさせていただきまして、事務局で最後、その

他を進めていただければと思います。 

 

・事務局 

長い間ありがとうございました。続きまして、次第４のその他ですが、事務局より１点報

告があります。 

 

～事務局から４ その他について説明～ 

 

・事務局 

それでは以上をもちまして、令和４年度第４回座間市環境審議会を終了いたします。なお、

次回の審議会については先ほど会長からもありましたが６月頃を予定しておりますので、
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また詳細が決まりましたら改めて委員の皆様にはご連絡を差し上げたいと思っております。

本日はどうもありがとうございました。 


